
 

第 8 回トラック輸送における取引環境・労働時間改善三重県協議会 
 

日 時：平成 29 年 12 月 26 日（火）10 時 30 分～ 

場 所：三重県津市羽所町 700  

グリーンパーク津 6 階 藤・萩の間 

 

 

議 事 次 第 

 

 

１．開 会 

 

 

２．挨 拶（中部運輸局自動車交通部次長） 

 

 

３．議 題 

（１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について【資料１】 

 

（２）ガイドライン骨子（案）について【資料２】 

 

（３）標準貨物自動車運送約款改正に係る周知等について【資料３】 

 

（４）その他 

 

 

４．挨拶（三重労働局長） 

 

  

５．閉 会 

 

 

議事次第、委員及び出席者名簿、配席図 

資料１     平成 29 年度パイロット事業の中間報告 

資料２      ガイドライン骨子（案）について 

資料３     標準貨物自動車運送約款改正に係る周知等について 
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2 三重県商工会議所連合会 専務理事 吉仲　繁樹

3 三重県中小企業団体中央会 事務局長 別所　浩己
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平成２９年度パイロット事業の中間報告について

• 対象集団１・・・・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱
（コンサルタント）

• 対象集団２・・・・㈱運輸・物流研究室
（コンサルタント）
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平成２９年度 パイロット事業 対象集団 概要

対象集団１

対象集団２

発荷主 運送事業者1 運送事業者2 荷役作業

企業名
ケイミュー㈱伊賀事業

所
勢州運輸（有）

滋賀近交運輸倉庫㈱
三重支店

豊栄物流（有）

事業所
所在地

伊賀市三田 三重郡菰野町千草 伊賀市三田 亀山市野村町

業種 屋根材・外壁製造
一般貨物
利用運送

一般貨物
利用運送

一般貨物

規模

本社 大阪市中央区
資本金 80億円
従業員数 1816名
（伊賀事業所 220名）

資本金 15百万円
車両数 48台

本社 滋賀県長浜市
資本金 98百万円
車両数 27台

資本金 8百万円
車両数 36台

資料1
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平成２９年度 パイロット事業 対象集団 概要

対象集団2

発荷主 運送事業者

企業名 ㈱おやつカンパニー （有）青山商店荷役

事業所所在地 津市一志町 津市庄田町

業種 菓子・食品の製造販売
一般貨物
利用運送

規模

本社 大阪市中央区
資本金 1億円
売上高 199億円
従業員数 380名

資本金 17.5百万円
車両数 22台

資料1
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三重県パイロット事業 対象集団
【実証実験の課題】配車割付・出荷情報連絡の迅速化による出荷準備開始を早くする

＜参加事業者＞
発荷主：ケイミュー（大阪市）、運送事業者：滋賀近交運輸倉庫（長浜市）、勢州運輸（四日市市）、荷役：豊栄物流（亀山市）

１．現状抱える問題と解決すべき課題

運送事業者の配車担当部門では、輸送部材の商品情報は把握しているが、どのような荷姿で積み込まれるのかまで
は不明であるため、配車割付は複雑で手間がかかるため、時間を要している。また、出荷情報の連絡を手書き→faxで
行っているため、車番や各車に積み込んだ商品構成、商品によっては積み込む場所についてもケイミューなのか、滋賀
近交運輸倉庫なのか、正確に確認・把握できるまでには、かなりのタイムラグが生じている。

２．事業の経過・進捗（現在の）状況

解決策として、主に次の２つの目標を掲げ、取り組みを行っている。
①重量・才数の標準荷姿から１Ｐ重量を換算し、換算値を基に
配車割付を簡素化する

②物流支援システム上で配車状況を見える様にする事で、
滋賀近交運輸倉庫の出荷準備を早朝にシフトし、出荷準備
ロスを削減する

現在は、①は、部材別の荷姿データを収集・整理し、標準的な荷姿
のパターン化を行っている。②物流支援システム上にある出荷情報
データをそのまま貼り付ける帳票にし、必要十分な情報を吟味検討
している。

３．今後の実証実験の進め方

実証実験に適した輸送ルートを特定し、まずそこでの検証を行った上で、徐々に適用範囲を広げていく方針である。

また、全拠点展開が可能と判断された場合は、物流支援システムに①②の機能を盛り込む開発が本格検討されている。

出荷計画の商品情報だけでは、
パレット数、山の数、高さまで分からない

資料１

























  













Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

標準貨物自動車運送約款改正に係る周知等について

平成２９年１２月２６日
中部運輸局自動車交通部貨物課

資料３
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１．標準貨物自動車運送約款改正に係る周知等について・・・P.２

２．働き方改革等の動きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.１７
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１．標準貨物自動車運送約款の改正等について
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下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議について

○中小・小規模事業者が賃金の引上げをしやすい環境を作るため、平成26年12月の政労使合意等を踏まえ、必要な
コストの価格転嫁、取引先企業の収益の中小企業への還元など、取引条件の改善を図っていく。

＜メンバー＞ 内閣官房副長官、内閣府副大臣、厚生労働副大臣、経済産業副大臣、国土交通大臣政務官、内閣総理大臣補佐官、内閣官房副長官補、
内閣府政策統括官、中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長、警察庁、総務省、財務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、環境省、
国土交通省（総合政策局長）

会議の目的

○価格転嫁等の状況や課題を調査

親事業者など大企業等及び下請事業者など中小企業に対して調査を実施
・業種横断的な調査 ⇒ 中企庁が実施
・個別業種ごとの調査 ⇒ 業所管省庁で適宜実施 （国交省では建設業、トラック運送業、貸切バス事業＆旅行業）

H28.3に調査結果を業種毎にとりまとめ、本連絡会議に報告、公表

○大企業へのヒアリング

上記調査結果を踏まえ、大企業等に対するヒアリングを実施 （中企庁、公取委、厚労省、国交省が合同実施）
・H28.4～5 自動車産業、建設業（19者） ・H28.7～8 トラック事業者（16者）及び荷主企業（10者）

○自主行動計画の策定 ※自動車、素形材、建設機械、繊維、電機・情報通信機器、情報ｻｰﾋﾞｽ･ｿﾌﾄｳｪｱ、トラック運送業、建設業の８業種が計画を策定

事業者の実態や課題を踏まえ、H28.12に根本政務官から全日本トラック協会及び日本建設業連合会に対し、適正取引推進のための「自主行
動計画」の策定を要請

・H29.3. 9に全日本トラック協会が、H29.3.28に日本建設業連合会が「自主行動計画」を策定

⇒ 今後、着実な実施に向けて、フォローアップを行う予定

これまでの会議の動き

＜トラック運送業＞
○トラックドライバーの長時間労働を改善するため、トラック事業者に荷待ち時間等の記録を義務付け（H29.7～）
○過労運転等の違反情報を得た際に、早期に荷主に対して改善協力要請を行う等の荷主勧告制度の運用改善（H29.7～）
○運賃と料金の範囲を明確化するため、標準運送約款を改正（H29.11.4 施行）

＜建設業＞
○公共工事設計労務単価の引き上げ（H29.3～）
○社会保険未加入対策の一環として、国交省直轄工事における下請業者を社会保険加入業者に限定（H29.4～）
○ダンピング対策の徹底や施工期間の平準化など、発注者（公共・民間）における取組を推進するための働きかけを強化

主な取組状況

3



4

○ 改正の概要

（１）荷待ち時間等の記録の義務付け（輸送安全規則第８条関係）
トラックドライバーが車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以上のトラックに乗務した
場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
等について記録し、１年間保存しなければならないこととする。

（２）適正な取引の確保（輸送安全規則第９条の４関係）
輸送安全規則第９条の４では、従前から、輸送の安全を阻害する行為を防止するため、
荷主と協力し、適正な取引を確保することを努力義務としているところ、
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転に
つながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加えることとする。

トラックドライバーの長時間労働を改善し、輸送の安全の確保を図るべく、荷待ち時間の実態を

把握するとともに、荷待ち時間を生じさせている荷主への勧告等の発動に係る確認の一助等とす
るため、荷待ち時間記録等を新たにトラック運送事業者に義務付ける省令改正（貨物自動車運送
事業輸送安全規則の一部を改正する省令）を行い、平成２９年７月１日から施行しているところ。

① 取引環境の改善に向けた主な取組（荷待ち時間の記録義務付けについて）
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地 方 運 輸 局運 輸 支 局

〈平成２９年７月１日から施行〉〈これまでの問題点〉

【労基通報】

・過労運転防止違反

【公安委員会通知】
・最高速度違反

【道路管理者通知】

・車両制限令違反

（※）行政処分のうち重大なものとは、事業停止処分事案、 過労運転防止違反の件数が多い事案、死亡事故等の社会的影響が大きい事案とする。

荷
主
勧
告
該
当
性
調
査

協

力

要

請
荷主の関わ
りの蓋然性
が高い法令
違反につい
て、当該違
反運行時の
積載貨物の
荷主を特定

・過労運転防止違反
の

うち、相当割合以上
が同一荷主の場合

・非合理的な到着時間の設定
・手待ち時間の恒常的な発生
・積込み前に貨物量を増やす急な依頼
・やむを得ない遅延に対するペナルティ

○ 荷主勧告や警告の判断基準が不明確であり、荷主の関与の有無
についての判断が困難。（荷主勧告は、これまで発動実績がない。）

○ 行政処分が前提となっており時間を要していたため、荷主へ早期
に働きかけることができない。

○ 荷主勧告の発動基準及び荷主関与の判断基準をより明確化。
○ 荷主関与の蓋然性が高い法令違反情報に対して、迅速に荷主を特定し改

善の協力を要請する仕組みを創設。

荷主の関与が
認められる事案

【公安委員会通知】

・最高速度違反

・過積載運行

荷主の主体的な関与が認められる事案

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分

の
う
ち
重
大
な
も
の
(※)

過去３年以内に
警告を受け、その
警告による法令
違反行為の再発
防止への取り組
みが不十分であ
る場合

・過去３年以内にトラッ
ク事業者に対する行
政処分に関連した
協力要請を受けた
場合

行政処分を行うもの

巡回指導や監査に
より違反行為を確
認するもの等

当該違反運
行時の積載
貨物の荷主
を特定

警

告

荷

主

勧

告

（荷
主
名
公
表
）

法令違反情報

同様の事案が
再発した場合
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② 取引環境の改善に向けた主な取組（荷主勧告制度の運用の改善①）



（荷主勧告に該当すると想定される事案）

荷

主

勧

告
公 安 委 員
会 か ら の
通 知

死 亡 事 故
等 社 会 的
影 響 の 大
き い 事 案

端 緒

ト

ラ

ッ

ク

事

業

者

に

対

す

る

監

査

労 働 基 準
監 督 署 か
ら の 通 知

道 路 管
理者 か ら
の通 知

（例） トラック事業者が過労運転防止に違反しており、違反の原因を調査したと
ころ、荷主の荷捌き場において荷待ち時間が恒常的に発生しており、かつ、ト
ラック事業者から荷主に対し改善を申し込んだにも関わらず改善されていな
かった場合

＜荷待ち時間の恒常的な発生＞

（例） トラック事業者が死亡事故等を起こし最高速度違反が認められた場合で
あって、違反の原因を調査したところ、荷主から適切な運行では間に合わない
到着時刻を指定されていたことが判明した場合
（高速道路を使用しないと間に合わないが、高速道路料金の支払いがない
ため一般道路を走行せざるを得ず、最高速度違反になった等）

＜非合理な到着時刻の設定＞

＜積込み直前に貨物量を増やす急な依頼＞

（例） トラック事業者が過積載運行を行っており、違反の原因を調査したところ、
積込み直前に荷主から貨物量を２倍以上増やすよう急に指示され、過積載
とは認識しつつ荷主から取引解消を示唆されたため断り切れなかった場合

＜同様の事案が再発した場合＞

（例） トラック事業者の違反の原因を調査した結果、違反に関わりがある荷主が
過去３年以内に当該違反と同じ違反に関して警告を受けており、かつ、当該
警告による法令違反行為の再発防止への取り組みが不十分である場合

（例） トラック事業者が過労運転防止に違反しており、違反の原因を調査した結
果、理由の如何に関わらず遅延したことをもって商品買取等のペナルティが課
されていたことから、着時刻に間に合わすために連続運転時間等の基準を遵
守できなかった場合

＜やむを得ない遅延に対するペナルティ＞

荷

主

勧

告

該

当

性

調

査 荷主名
公 表
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② 取引環境の改善に向けた主な取組（荷主勧告制度の運用の改善②）
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（トラック運送業の適正運賃・料金検討会）

○自動車局においては、トラック運送事業者の取引環境の改善及び長時間労働の抑制

に取り組むため、平成２７年度、厚生労働省と共同で、荷主も構成員に含めた「トラック

輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置。

○同協議会における取引環境改善に向けた議論に先立ち、適正運賃・料金収受に関する議論

の論点整理や方向性に関する助言を行うための場として、平成２８年７月に「トラック運送業の

適正運賃・料金検討会」を設置。

検討会を４回開催し、適正な運賃・料金収受に向けた方策を取りまとめ、協議会へ報告。

委員

【学識経験者】
・藤井 聡 京都大学工学部工学研究科教授（座長）
・野尻 俊明 流通経済大学学長
・柳澤 宏輝 弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

【行政】
・平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長
・川上 泰司 国土交通省総合政策局参事官（物流産業）
・藤枝 茂 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
・伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ物流企画室長

オブザーバー

【荷主】
・上田 正尚 （一社）日本経済団体連合会産業政策本部長
・栗原 博 日本商工会議所流通・地域振興部長
・黒川 毅 日本機械輸出組合国際貿易円滑化委員会委員長

【トラック運送業】
・坂本 克己 （公社）全日本トラック協会会長
・馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会副会長

「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」委員

９

③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正①）



（運賃・料金に関しトラック事業者からよく聞かれる意見）

■荷主等との運賃交渉の目安となる「標準運賃」「最低運賃」等を国から示
して欲しい。

■原価割れで運送を引き受ける事業者が存在する限り、①の目安があっても
無意味。

■①の目安運賃があると、高値で取れている運賃がそこに張り付き、企業努
力が無意味となる。

■各事業者における原価計算の実施と、それに基づく受注を徹底するべき。

■待機料金、附帯作業費、高速料金等を、運賃とは別途の料金として、適切
に荷主等に負担してもらえるような仕組みが必要。

➀目安となる運賃を定めて欲しい

➂運送以外のコストを適切に収受できるようにして欲しい

➁原価計算に基づく受注を徹底すべき

10

③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正②）



（十分な運賃・料金の収受」のために効果的な方法）

問：「十分な運賃・料金の収受」のために、次の方法はどれくらい効果的だと思いますか。（単回答）

問 効果的な収受方法

20.8

17.2

16.2

35.3

29.9

13.1

12.1

14.6

20.9

22.1

30.6

38.7

16.0

13.6

19.7

38.3

32.6

30.5

33.6

41.9

35.0

32.6

32.1

40.4

30.7

35.1

36.3

36.7

32.5

5.8

28.9

29.4

29.2

19.0

21.4

36.2

38.0

29.1

25.3

21.1

23.8

18.9

31.4

34.4

16.8

10.7

16.9

18.1

6.3

6.3

13.9

16.0

23.3

12.2

25.4

9.2

5.8

12.9

14.6

47.4

1.3

3.9

6.0

5.9

0.6

1.7

1.3

0.9

1.2

0.6

1.3

0.4

3.0

4.9

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原価計算に基づいた運賃設定(n=533)

国による標準運賃の設定(n=534)

国による下限運賃の設定(n=531)

下限運賃・変更命令審査(n=527)

附帯作業・高速代別立て(n=528)

交渉スキルの向上(n=525)

書面化の推進(n=531)

荷主による取引先の法令遵守状況の確認(n=529)

取引先が無理を言わなくなる(n=517)

新規事業者のチェックを厳しくする(n=511)

法令遵守できない業者への取締り等強化(n=530)

過剰に安く請け負う業者がいなくなる(n=535)

業界の下請多層化構造がなくなる(n=526)

業界の下請を3次等に制限する(n=529)

その他(n=137)

とても効果あり 効果あり 少し効果あり 全く効果なし 逆に支障あり 11

③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正③）



問：特に支障がある方法を２つまでご回答ください。（複数回答）

1.1

3.1

4.4

2.9

0.4

1.5

1.3

0.6

0.4

0.2

0.9

0.4

2.4

3.3

0.4

0% 1% 2% 3% 4% 5%

原価計算に基づいた運賃設定

国による標準運賃の設定

国による下限運賃の設定

下限運賃・変更命令審査

附帯作業・高速代別立て

交渉スキルの向上

書面化の推進

荷主による取引先の法令遵守状況の確認

取引先が無理を言わなくなる

新規事業者のチェックを厳しくする

法令遵守できない業者への取締り等強化

過剰に安く請け負う業者がいなくなる

業界の下請多層化構造がなくなる

業界の下請を3次等に制限する

その他

（複数回答,n=545）

（「十分な運賃・料金の収受」のために特に支障がある方法）
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③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正④）



（適正な運賃・料金収受に向けた方策について）

発地 着地

附帯業務料 附帯業務料

積込料 運賃附帯業務料 附帯業務料

待
機
時
間
料

待
機
時
間
料

○運賃が運送の対価であることを明確化するため、運賃の範囲を明確化する通達を発出。

○適正な運賃・料金を収受するための方策として標準貨物自動車運送約款を以下の通り改正。

①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸

料」等の料金の具体例を規定。

②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積

込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。

③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。 等

は
い
作
業

車両による
発地→着地

の荷物の移動

積込み 取卸し
荷
待
ち

荷
造
り

出
庫
仕
分
け

検
収
・
検
品

縦横
持持
ち ち

は
い
作
業

棚
入
れ

ラ
ベ
ル
貼
り
等

横縦
持持
ち ち

検
収
・
検
品

入
庫
仕
分
け

荷
待
ち

改
正
後

取卸料

車両留置料車両留置料

運賃

＜運送＞

（※）

（※）はい作業：倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業

改
正
前

スケジュール：平成２９年８月４日公布、１１月４日施行
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③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正⑤）



・標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと

○待機時間料、積込料及び取卸料を収受するためには、①運賃及び料金の変更届出、②新標準約款の掲示が必要です。

①改正告示後の新標準約款を営業所に掲示する

②運賃及び料金の変更届出を行う

①旧標準約款を使用することについて認可申請を行う
※この場合１１月４日までに申請を行う

②認可後、旧標準約款を営業所に掲示する

①独自に定めた運送約款を使用することについて認可申請を行う
②運賃及び料金の変更届出を行う
③認可された運送約款を営業所に掲示する

新たに独自に定めた約款
を使用する場合

旧標準約款を引き続き使
用する場合

必要な作業

必要な作業

必要な作業

新
標
準
約
款
を
使
用
す
る
場
合

（その他：従前から独自の約款を使用している場合）
○独自の約款を引き続き使用する場合については手続きは不要
○独自の約款の変更を行う場合については①認可申請、②運賃及び料金の届出、 ③約款の掲示が必要

平
成
２
９
年
１
１
月
４
日
以
降新

標
準
約
款
を
使
用
し
な
い
場
合

※新標準約款：平成２９年１１月４日に施行される標準貨物自動車運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款
※旧標準約款：平成２９年１１月３日以前に適用されていた標準貨物自動車運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款
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③ 取引環境の改善に向けた主な取組（標準運送約款の改正⑥）



15
１５



標準貨物自動車運送約款改正に係る周知活動について

【荷主団体向け】

【運送事業者向け】

【本省における荷主団体への周知活動】

担当部局 周 知 先
周知事
業者数

備考

国土交通省自動車局貨物課 経 済 産 業 省 所 管 荷 主 企 業 610

国土交通省自動車局貨物課 農 林 水 産 省 所 管 荷 主 企 業 385 16

担当部局 周知日 周 知 先
参加
者数 備 考

三重運輸支局 10月19日 荷主
（三重河川国道事務所主催の不正改造車・過積載排除講習）

7名

三重運輸支局 10月31日 三重県商工会議所連合会 －
訪問者：三重運輸支局長

三重県トラック協会専務理事

三重運輸支局 10月31日 三重県商工会連合会 －
訪問者：三重運輸支局長

三重県トラック協会専務理事

三重運輸支局 10月31日 三重県中小企業団体中央会 －
訪問者：三重運輸支局長

三重県トラック協会専務理事

三重運輸支局 11月1日 JA全農三重県本部 － 訪問者：三重運輸支局長

三重運輸支局 11月7日 三重県経営者協会 － 訪問者：三重運輸支局長

三重運輸支局 11月8日 JA三重中央会 － 訪問者：三重運輸支局長

三重運輸支局 11月15日 荷主・トラック運送事業者
（三重県トラック協会主催の物流セミナー）

約120人
貨客混載、荷主勧告制度、働き方改
革の動き等も説明（内荷主約30人）

担当部局 周知日 周 知 先
参加
者数 備 考

中部運輸局 9月19日 トラック運送事業者
(三重県トラック協会主催トラック運送業生産性向上セミナー) 約60名

三重運輸支局 10月16日 トラック運送事業者
(三重県トラック協会主催標準約款改正説明会（津市）) 約100名

三重運輸支局 10月20日 トラック運送事業者
(三重県トラック協会主催標準約款改正説明会（四日市市）) 約180名

【運送事業者向け】



２．働き方改革等政府の動きについて
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自動車運送事業における時間外労働規制の見直し（政府の取組）

現行規制 見直しの内容「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日決定）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害復旧や大雪時の除雪など、避けることができない
事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長が
可能（労基法３３条）

≪同左≫

３６協定の
限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・原則、月４５時間かつ年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上限
なし（年６か月まで）（特別条項）

（２）・自動車の運転業務は、（１）の適用を除外
・別途、改善基準告示により、拘束時間等の上限を規定
（貨物自動車運送事業法、道路運送法に基づく行政
処分の対象）

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月４５時間かつ年３６０時間

・特別条項でも上回ることの出来ない年間労働時間を設定
① 年７２０時間（月平均６０時間）
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも
上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内
b.単月１００時間未満
c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限

（２）自動車の運転業務の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用
（改善基準告示により指導、違反があれば処分）

・施行後５年以降 年９６０時間（月平均８０時間）

・将来的には、一般則の適用を目指す

○ 今般、総理、関係閣僚及び有識者から構成される「働き方改革実現会議」において、「働き方改革実行計画」が策定され（平成
29年3月28日）、長時間労働の是正を図る観点から、時間外労働について罰則付きの上限規制が導入されることとなり、自動車
の運転業務についても、改正法施行の５年後に、年960時間（＝月平均80時間以内）の上限規制を適用することとなった。

○ 自動車の運転業務についての見直しにあたってのポイントは以下のとおり。
①十分な猶予期間の設定 ②段階的実施（年960時間以内の規制で適用開始。将来的には一般則の適用を目指す。）
③長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進

ポイント2ポイント1
ポイント3

※関係省庁横断的な検討の場を設け、生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働是正の環境整備のための行動計画を策定・実施
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（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求な
どに応えようとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや取引条件の適正
化を、一層強力に推進する。

自動車運送事業については、関係省庁横断的な検討の場を設け、IT の活用等によ
る生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働を是正するための環境を
整備するための関連制度の見直しや支援措置を行うこととし、行動計画を策定・実施
する。

特にトラック運送事業においては、事業者、荷主、関係団体等が参画して実施中の
実証事業を踏まえてガイドラインを策定するとともに、関係省庁と連携して、①下請取
引の改善等取引条件を適正化する措置、②複数のドライバーが輸送行程を分担する
ことで短時間勤務を可能にする等生産性向上に向けた措置や③荷待ち時間の削減
等に対する荷主の協力を確保するために必要な措置、支援策を実施する。

働き方改革実行計画(抜粋)
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「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」の概要

開催趣旨

構成

スケジュール

検討の視点
議 長：野上 浩太郎 内閣官房副長官
議 長 代 理：牧野 たかお 国土交通副大臣
副 議 長：古谷 一之 内閣官房副長官補（内政）
構 成 員：内閣府政策統括官（経済財政運営担当）

警察庁交通局長
財務省大臣官房総括審議官
厚生労働省労働基準局長
農林水産省食料産業局長
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
国土交通省自動車局長
環境省地球環境局長

平成29年6月29日 第１回 現状と課題、今後の進め方 等
8月28日 第２回 当面の対応方針として「直ちに

取り組む施策」を取りまとめ

自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)について、省庁横断的な検討を行い、長
時間労働を是正するための環境を整備することを目的とした関連制度の見直しや支援措置
に関する行動計画の策定及び実施を総合的かつ計画的に推進するため、自動車運送事業の
働き方改革に関する関係省庁連絡会議を開催する。

３．その他長時間労働を是正するための
環境の整備
※関係者の要望を参考に施策を検討

１．生産性の向上
・運行の効率化・省労働力化
・手荷役の削減
・荷待ち時間の削減
・宅配便の再配達の削減
・駐車場所から集配先までの移動時間
の削減 等

２．多様な人材の確保・育成

・女性、若者等の就業促進
・勤務形態の改善 等

※平成30年春頃までに「行動計画」を策定
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トラック・バス・タクシーの働き方改革

「直ちに取り組む施策」
－長時間労働にブレーキ、生産性向上にアクセル－

～クルマの仕事の生産性＆職の魅力を高める63施策～

Ⅰ．長時間労働是正のための環境整備

◎短い時間で効率的に運ぶ－様々なムダの解消－

「荷待ち時間」削減： トラックの予約調整システムの導入促進☆

「荷役時間」削減： パレット化等による機械荷役への転換促進☆

「宅配の再配達」削減： オープン型宅配ボックスの導入促進 ※

「走行時間」削減： 高速道路の有効活用

◎たくさん運んで、しっかり稼ぐ
ダブル連結トラックの導入促進☆

配車アプリ・スマートメーターによるタクシーの効率配車と新サービス☆

トラック・バス・タクシー事業の「かけもち」制度化☆

◎運転以外の業務も効率化
ICTを活用した運行管理の効率化☆

平成30年度予算概算要求に反映するとともに、制度・運用の見直しの検討を加速
今後、さらに検討を進め、平成30年春頃を目途に「行動計画」を策定・公表

「☆」を付した施策は｢働き方改革実
行計画」(平成29年3月)策定以降の
新規施策
「※」を付した施策は強化施策

自動車運送事業は、長時間労働の状況にある一方、荷待ち時間、宅配の再配達等に大きな効率化余地が存在。

Ⅱ．長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化

このため、以下の取組を政府を挙げて強力に推進。

①労働生産性の向上

◎働き方改革の実現に向けた
アクションプランの策定の要請☆

事業者団体に対し、策定・実施を要請

◎行政処分の強化☆

過労防止関連違反等に係る
行政処分の処分量定の引上げ

◎ホワイト経営の「見える化」・優遇☆

ホワイト経営に取り組む企業が取引先や
求職者に「見える」仕組みや優遇策を検討

【厚、国】

【経、国、環】

【警、農、国、環】

【国】【国】
【国】

②多様な人材の確保・育成

◎力仕事・泊まり勤務等からの解放
荷役の機械化支援☆、トラック・高速バスの中継輸送☆、
SA・PAの大型車駐車マス不足対策

◎誰でも働きやすい職場づくり
女性が働きやすい職場環境の整備

◎免許を取る人を増やす
第二種免許の受験資格の見直しの検討☆、 免許取得支援制度の利用促進

③取引環境の適正化
◎荷主・元請の協力の確保

荷主勧告制度の運用見直し☆、不適切な取引条件の改善に向けた取組

◎運賃・料金の適正収受
荷役等の運送以外の役務の対価の収受対策☆

貸切バス運賃・料金の下限割れ防止対策

【経、国、環】

【厚、国】

【警、厚】

【厚、農、経、国】

【国】
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○取引環境の改善及び長時間労働の抑制に取り組むため、厚生労働省、国土交通省、学識経験者、荷主、事業者
等により構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び全都道府県に設置。

○労働基準法の改正案において、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ（25%→50%）の適用
が平成31年4月からとされていることを踏まえ、検討及び好事例の横展開等の取組みを平成30年度中までに
実施。

○平成2９年度は、平成28年度に引き続き(1)長時間労働削減に向けたパイロット事業及び (2)適正運賃・料金
収受に向けた検討を行っているところ。

○「トラック運送業の生産性向上協議会」と合同開催。

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会について

【学識経験者】
野尻 俊明 流通経済大学学長（座長）
齊藤 実 神奈川大学経済学部教授
高岡 美佳 立教大学経営学部教授

【労働組合】
平川 則男 日本労働組合総連合会 総合政策局長
村上 陽子 日本労働組合総連合会 総合労働局長
難波 淳介 全日本運輸産業労働組合連合会 中央執行委員長
山口 浩一 全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長

【行政】
新原 浩朗 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
山越 敬一 厚生労働省労働基準局長
伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ消費経済企画室長

安藤 保彦 中小企業庁事業環境部取引課長
宮浦 浩司 農林水産省食料産業局食品流通課長
奥田 哲也 国土交通省自動車局長
川上 泰司 国土交通省総合政策局官房参事官（物流産業）

【荷主】
上田 正尚 （一社）日本経済団体連合会 産業政策本部長
輪島 忍 （一社）日本経済団体連合会 労働法制本部長
五十嵐克也 日本商工会議所 地域振興部長
小林 治彦 日本商工会議所 産業政策第二部長
小林 信 全国中小企業団体中央会 事務局次長
橋爪 茂久 （公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事
黒川 毅 日本機械輸出組合 国際貿易円滑化委員会委員長
一柳 尚成 トヨタ自動車（株） 物流管理部長
鈴木 賢司 三菱商事（株） ロジスティクス総括部長

【トラック運送業】
辻 卓史 （公社）全日本トラック協会 副会長
千原 武美 （公社）全日本トラック協会 副会長
馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会 副会長
村瀨 毅 日本通運（株） 業務部長

※新原浩朗内閣府政策統括官はトラック運送業の生産性向上
協議会の委員のみ

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」委員
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トラック輸送における取引環境・長時間労働改善に向けたロードマップ

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

①中央・各都道府県において
協議会の設置・検討
（厚生労働省・国土交通省、
荷主、事業者等による協議会）

②長時間労働等の実態調査、対策
の検討

③パイロット事業（実証実験）の
実施、対策の具体化

④ガイドラインの 策定・普及

⑤取引環境・長時間労働改善の
普及・定着

調査の
実施・検証

協議会の開催、パイロット事業の計画・検証、対策の検討、
ガイドラインの策定 等

ガイドラインの策定・普及

パイロット事業(実証実験)の実施

労働時間縮減のための助成事業

協 議 会 の 設 置

普及・定着の促進
助成事業の実施

定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・更
な
る
対
策
の
検
討
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「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」における平成２９年度パイロット事業（実証実験）の実施集団選定状況

平成29年11月20日現在○４４都道府県において５１対象集団が決定（４７都道府県で５４対象集団の見込）。
○荷種の内訳は、食料品１６件、農産物７件、建設資材６件、機械製品４件、ゴム製品２件、化学品２件、その他１４件であり、全国で様々な荷種を扱う。

都道府県 発荷主 運送事業者 着荷主 荷種

北海道 ○ ○ ○ 農産物

青森 ○ ○ ○ 農産物

岩手 ○ ○ ○ 食料品

宮城 ○ ○ ○ 食料品

秋田① ○ ○ ○ 農産物

秋田② ○ ○ － 紙・パルプ

山形 ○ ○ ○ 食料品

福島① ○ ○ － ゴム製品

福島② ○ ○ ○ 食料品

茨城 ○ ○ 選定中 浴槽等

栃木 ○ ○ ○ 農機具

群馬

埼玉 ○ ○ － 日用品

千葉 ○ ○ ○ 建設資材

東京① ○ ○ ○ 食料品

東京② ○ ○ ○ 建設資材

神奈川 ○ ○ ○ 化学品

山梨 ○ ○ ○ 食料品

新潟 ○ ○ ○ 農産物

長野 ○ ○ ○ 食料品

富山 ○ ○ 選定中 化学品

石川① ○ ○ ○ オフィス製品

石川② ○ ○ 選定中 食料品

愛知① ○ ○ ○ 建設資材

愛知② ○ ○ ○ 食料品

静岡 ○ ○ ○ ゴム製品

岐阜 ○ ○ ○ 窯業品

三重① ○ ○ － 建設資材

三重② ○ ○ － 食料品

都道府県 発荷主 運送事業者 着荷主 荷種

福井 ○ ○ － 金属製品

大阪 ○ ○ ○ 食料品

京都 ○ ○ ○ 印刷フィルム

兵庫 ○ ○ ○ 金属製品

滋賀 ○ ○ ○ 日用品

奈良 ○ ○ ○ 建設資材

和歌山① ○ ○ ○ 機械製品

和歌山② ○ ○ ○ 食料品

広島 ○ ○ ○ 食料品

鳥取 ○ ○ ○ 食料品、飼料

島根 ○ ○ ○ 集荷荷物

岡山 ○ ○ ○ 機械製品

山口 ○ ○ ○ 建設資材

徳島 ○ ○ ○ 農産物

香川

愛媛 ○ ○ ○ 日用品

高知

福岡 ○ ○ － 家具

佐賀 ○ ○ － 機械製品

長崎 ○ ○ － 農産物

熊本 ○ ○ ○ 機械製品

大分 ○ ○ － 工業製品

宮崎 ○ ○ ○ 農産物

鹿児島 ○ ○ ○ 食料品

沖縄 ○ ○ ○ 食料品
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３．その他（生産性向上に向けた取組等について）
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中継輸送の普及・実用化に向けた取組について

「中継輸送」
長距離運行を複数のドライバーで分担する輸送形態 労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する

○平成２７年度から２８年度にかけて「中継輸送実証
実験モデル事業」を実施

○モデル事業を通じて、中継輸送の実施に当たって
の具体的な課題が明らかに

・中継輸送を行うトラック事業者同士のマッチングの場が
十分でないこと

・トラック事業者同士が交わす協定書の項目が明確で
ないこと

等

平成２９年３月に、中継輸送の実施に当たって
検討すべき事項や必要となる資料等について、
分かりやすく解説した手引書を作成

【手引書の項目】
・中継輸送の実施ルール
・中継輸送の枠組み
・中継輸送の運用の詳細

※協定書の項目例
等

手引書の作成

○各都道府県等のトラック事業の協同組合に
対し、中継輸送のマッチング機能を担うよう
働きかける

○上記の手引書について、ホームページや
説明会等を通じて、トラック事業者の利用を
促していく

周知・支援等

大阪工場 名古屋営業所 東京営業所

日帰り 日帰り

マッチング ドライ
バー状況

車両
状況

荷物
状況

【中継輸送のイメージ】

手引書（抜粋）

【実施に当たっての課題】 【普及・実用化に向けた取組】
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ダブル連結トラック実験

○深刻なドライバー不足が進行するトラック輸送の省人化を促進するため、特車許可基
準を緩和、１台で２台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」を導入。

○H28年11月22日より新東名で21ｍ車両での実験を開始。労働環境改善や輸送効率化
のため、SA・PAを利用した上下線を乗り換える「中継輸送」の実験を実施。

○H29年10月16日から、順次、25ｍ車両での実験を開始。

開始日 実験参加者 台数 車両長 走行ルート

H29年10月16日 福山通運（株） １ 25ｍ 静岡県裾野市 ～ 愛知県北名古屋市

H29年11月 1日 ヤマト運輸（株） ２ 25ｍ 神奈川県愛甲郡愛川町 ～ 大阪府茨木市

未定 日本梱包運輸倉庫（株） 未定 未定 埼玉県狭山市 ～ 清水ＰＡ（中継） ～ 三重県鈴鹿市

【25m実験参加状況及び走行ルート】

【25mダブル連結トラック】

福山通運（株） ヤマト運輸（株）

【中継輸送】
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自動車運送業の生産性向上プラン

350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第82条）

350kg以上の荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※350kg未満の荷物を運ぶ場合は、今まで通り許可不要

人を運ぶことを可能とする
（旅客自動車運送事業の許可を取得）

※過疎地域に限る

自家用有償旅客運送者が自家用自動車で350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第78条第３号の許可を取得）※過疎地域に限る

自動車運送業の担い手不足と人口減少に伴う輸送需要の減少により、過疎地域等において人流・物流
サービスの持続可能性の確保が深刻な課題となっている。
自動車運送事業者が旅客又は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、サービスの「かけも
ち」を可能とする。〈平成29年9月1日施行〉

現 状 活用円滑化案

旅客運送に特化

貨物運送に特化
荷物を運ぶことを可能とする

(貨物自動車運送事業の許可を取得)
※過疎地域に限る

荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※過疎地域に限る

【乗合バス】

【貸切バス・タクシー】

【トラック】

【自家用有償旅客運送者】

【乗合バス】 【タクシー】

【貸切バス】 【トラック】
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貨客混載で想定されるケース

時間帯の需要に応じて、旅
客運送・貨物運送を行い、
効率的な運営を実現旅客 貨物 旅客7:00 13:00 17:00 20:00

乗合バス
バスセンター

定期路線運行を行う乗合バ
スにおいて、同一方面に向か
う貨物を一緒に載せ、地場
のトラック事業者と共同するこ
とで、効率的な運送を実現

ラストマイル運送

物流センター

ある２地点間で貨物を運送
する際、途中経路に家がある
旅客を一緒に乗車させること
で、効率的な運送を実現

地域拠点

タクシー

トラック
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総合物流施策大綱（2017年度～2020年度）の概要（平成２９年７月２８日 閣議決定）

+民 間 + 各 省 庁 等 の 連 携 に よ る 施 策 の 推 進

新技術（IoT、BD、AI等）
の活用による“物流革命”

＜革命的に変化する＞ ＜育てる＞

＜見える＞

＜繋がる＞

物 流 の 生 産 性 向 上

人材の確保・育成
＋

物流への理解を深
めるための国民へ

の啓発活動等

人材の確保・育成
＋

物流への理解を深
めるための国民へ

の啓発活動等

サプライチェーン全体の効率化・価値創造に資する
とともにそれ自体が高い付加価値を生み出す

物流への変革 ～競争から共創へ～

サプライチェーン全体の効率化・価値創造に資する
とともにそれ自体が高い付加価値を生み出す

物流への変革 ～競争から共創へ～

物流の透明化・効率化とそれを通じた
働き方改革の実現

物流の透明化・効率化とそれを通じた
働き方改革の実現

◆ 物流は、我が国の産業競争力の強化、豊かな国民生活の実現と地方創生を支える、社会インフラであり、途切れさせてはならない。

◆ 現行大綱策定後、第４次産業革命や通販事業の拡大など社会状況が大きく変化し、今後も更なる少子高齢化等が進展。

◆ 社会状況の変化や新たな課題に対応できる「強い物流」を構築するために、物流の生産性向上に向けた、６つの視点からの取組を推進。

(1) 連携・協働による物流の効率化
①事業者間の連携による物流量変動（ムラ）の緩和、②荷物情
報をあらかじめ受け取ることによる荷受け作業の効率化等、③
共同物流による積載率の向上・モーダルシフト

(1) サービスと対価との関係の明確化
コストの「見える化」：運送（運賃）と運送以外（料金）の区分
の推進 等

(1) IoT、BD、AI 等の活用に
よるサプライチェーン全体最適
化の促進等
気象データのAI解析による需
要予測の製・配・販での共有、
RFIDの活用によるサプライ
チェーン全体の最適化と在庫
日数や輸送コストの削減 等

(1) 物流現場の多様な
人材の確保や高度化
する物流システムの
マネジメントを行う人
材の育成等
①国内の物流現場の
多様な人材の確保に
資する働き方改革等
の実施、②我が国企
業の海外展開に資す
るよう現地人材の育成、
③高度化する物流シ
ステム・マネジメントを
設計・管理する人材
の育成

物流分野での新技術を
活用した新規産業の創出

＋＋

(2) 隊列走行及び自動運転に
よる運送の効率化
世界に先駆けた自動運転の
社会実装。特に、後続車無人
の隊列走行については、社
会実装を目指し、必要な技術
開発、社会的受容性や事業
面を検討

(5) 船舶のIoT化・自動運航船
IoT等の活用による陸上からのリ
アルタイムでの船舶の機器監視
等

(3) ドローンの活用
荷物配送を本格化させるため
の取組を実施

(4)物流施設の自動化・機械化
ロボット機器の導入を通じて、庫
内作業の省人化、現場作業の
負担軽減

(2) 連携・協働を円滑化するための環境整備
①事業者間のデータの標準化等、②パレット使用の標準化、
③RFID利用の拡大

(3) アジアを中心としたサプライチェーンのシームレス化 ・高
付加価値化
①越境通行の促進、NACCSの海外での活用等、②我が国物流
システムの国際標準化、③農水産品の物流効率化・輸出促進
に資する物流面での取組 等

＜備える＞

災害等のリスク・地球環境問題に対応する
サステイナブルな物流の構築

災害等のリスク・地球環境問題に対応する
サステイナブルな物流の構築

(1) 災害等のリスクに備える
①災害に強い物流システムの構築（ラストマイルも含めた支援
物資輸送の実現、コンビニ等の流通チャネルを活用した物資
の供給等）、②インフラの機能確保等のための老朽化対策（予
防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施等）、③セ
キュリティ対応等（海賊対策、マ・シ海峡等の船舶交通安全対
策）、④大規模イベント時等における対応

(2) 地球環境問題に備える
①省エネ法の活用によるサプライチェーン全体における環境
負荷低減、②船舶に係るSOx規制強化に対応するためのＬＮ
Ｇバンカリング拠点の整備等 等

ストック効果発現等のインフラの
機能強化による効率的な物流の実現

～ハードインフラ・ソフトインフラ一体となった社会インフラとしての機能向上～

ストック効果発現等のインフラの
機能強化による効率的な物流の実現

～ハードインフラ・ソフトインフラ一体となった社会インフラとしての機能向上～

(1) モーダルコネクトの強化等による輸送効率向上
空港、港湾等と高速道路のアクセス強化、高速道路と物流施設
の直結の促進等

＜支える＞

(2) 道路・海上・航空・鉄道の機能強化
①道路輸送の機能強化（ピンポイント渋滞対策の強化、人・物の
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するための基幹
となる道路ネットワークの構築等）、②海上輸送の機能強化（国際
コンテナ戦略港湾での大水深コンテナターミナルの整備、AIの活
用によるコンテナターミナル運営の生産性向上等） 等

(3) 物流施設の機能強化
物効法の枠組みを活用した効果的な立地への物流施設の誘導等

(4) 物流を考慮した地域づくり
①地域における荷さばきルールの策定促進等、②自動運転サー
ビスを含む、道の駅等の小さな拠点を核とした新たな輸送システ
ムの構築

(2) 透明性を高めるための環境整備を進める
契約の書面化、多重下請構造の是正を通じた取引の透明化
等

(3) 付加価値を生む業務への集中・誰もが活躍できる物流
への転換
①トラック予約受付システム等の活用による荷待ち時間の短
縮、②宅配便の再配達の削減、③中継輸送方式の導入等に
よる働きやすい環境整備 等

(2) 物流に対する理解
を深めるための啓発
活動
国民が、物流の一利
用者として適切な選
択が可能となるよう、
物流の社会的な役割、
物流の抱える課題等
について理解を深め
るための啓発活動等
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